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○佐久市地下水保全条例施行規則 

平成24年６月29日規則第25号 

改正 

平成27年12月24日規則第39号 

佐久市地下水保全条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、佐久市地下水保全条例（平成24年佐久市条例第27号。以下「条例」という。）

の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（井戸設置の許可の申請） 

第２条 条例第９条第１項の規定による申請は、井戸設置許可申請書（様式第１号）を提出すること

により行うものとする。 

２ 条例第９条第１項に規定する規則で定める１日当たりの採取量の基準は、１日に採取する地下水

の量の上限であって、次の各号に掲げる場合にあっては、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

(１) 井戸を設置しようとする一団の土地内において、当該設置しようとする井戸以外の井戸を現

に設置している場合（条例第９条第１項に規定する井戸設置の申請又は条例第15条第１項若しく

は条例附則第２項に規定する井戸設置の届出をしている場合を含む。以下同じ。） 現に設置し、

又は設置しようとする全ての井戸から採取する地下水の量を合計したもの 

(２) 設置しようとする井戸の吐出口が複数ある場合 それぞれの吐出口から採取する地下水の量

を合計したもの 

(３) 親会社（会社法（平成17年法律第86号）第２条第４号に規定する親会社をいう。以下同じ。）

又は子会社（会社法第２条第３号に規定する子会社をいう。以下同じ。）を持つ法人が井戸を設

置しようとする場合であって、当該法人の親会社又は子会社（以下「関連会社」という。）が現

に井戸を設置している場合（市長が必要と認める場合に限る。） 当該法人若しくは現に関連会

社が設置し、又は設置しようとする井戸から採取する地下水の量を合計したもの 

（井戸設置の許可又は不許可の通知） 

第３条 条例第９条第１項に規定する井戸設置の申請に対する処分は、井戸設置許可（不許可）決定

通知書（様式第２号）により行うものとする。 

（井戸設置の事前協議） 

第４条 条例第10条第１項の規定による協議は、井戸設置事前協議書（様式第３号）を提出すること

により行うものとする。 

（事前協議終了の通知） 

第５条 条例第10条第２項の規定による通知は、井戸設置事前協議済通知書（様式第４号）により行

うものとする。 

（許可の要件） 

第６条 条例第11条第１項第２号の規則で定める範囲は、限界揚水量の80パーセント以内とする。 

２ 条例第11条第１項第３号に規定する周知の方法は、１日当たりの採取量が100立方メートル以上の

井戸を設置しようとする場合にあっては、当該設置しようとする井戸の計画等の説明会の開催とし、

１日当たりの採取量が100立方メートル未満の井戸を設置しようとする場合にあっては、当該設置し

ようとする井戸の計画等について記載した標識（様式第５号）の設置又は文書の配布とする。 

３ 条例第11条第１項第４号に規定する影響調査は、１日当たりの採取量が100立方メートル以上の井

戸を設置しようとする場合に限り行うものとし、その調査方法は揚水試験によるものとする。 

（地下水採取量、水位及び水質の報告） 

第７条 条例第11条第４項第２号に規定する規則で定める測定又は検査の方法は、次の各号に掲げる

区分に従い、当該各号に定めるものとする。 

(１) 採取量の測定 １日当たりの採取量及び１か月の合計採取量の計量 

(２) 水位の測定 月ごとの動水位及び自然水位の計測 

(３) 水質の検査 当該井戸に係る法令等の規定に基づく検査 

２ 条例第11条第４項第２号の規定による報告は、翌月の10日までに井戸使用状況報告書（様式第６

号）により行うものとする。 

（地下水の採取量の減少又は採取の中止の基準） 
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第８条 条例第11条第４項第３号及び第５号に規定する地下水の採取量を減少させ、又は地下水の採

取を中止する基準は、当該設置許可を受けた井戸又は周辺の井戸の自然水位について、それぞれ地

下水の採取を開始した日（以下「採取開始日」という。）以後１年間における同じ月（採取開始日

から１年を経過しない場合にあっては、採取開始日の属する月）の自然水位（以下「基準水位」と

いう。）と比較し、次の表の左欄に定める自然水位の低下がみられたときは、その低下の区分に応

じ、右欄に定める採取率をそれぞれの井戸における１日当たりの採取量に乗じて得た量を当該井戸

の１日当たりの地下水を採取できる量の上限とし、又は地下水の採取を中止するものとする。 

区分 採取率等 

１ｍ以上２ｍ未満 80％ 

２ｍ以上３ｍ未満 60％ 

３ｍ以上４ｍ未満 40％ 

４ｍ以上 中止 

２ 前項の規定による地下水の採取量の減少又は採取の中止は、水位の低下等がみられた井戸におけ

る自然水位について、３か月連続で基準水位に達したと市長が認めるまでの間、行うものとする。 

（井戸設置工事の届出及び検査通知） 

第９条 条例第12条第１項の規定による届出は、井戸完成届出書（様式第７号）により行うものとす

る。 

２ 条例第12条第２項の規定による通知は、井戸設置完了検査通知書（様式第８号）により行うもの

とする。 

（地下水採取の開始届） 

第10条 条例第13条の規定による届出は、地下水採取開始届出書（様式第９号）により行うものとす

る。条例第９条第２項及び条例附則第２項の規定による届出も同様とする。 

（井戸設置の届出） 

第11条 条例第15条第１項の規定による届出は、井戸設置届出書（様式第10号）を提出することによ

り行うものとする。 

（井戸設置の届出に係る受理の通知） 

第12条 条例第15条第２項の規定による通知は、井戸設置届出受理通知書（様式第11号）により行う

ものとする。 

（許可及び届出の承継の届出） 

第13条 条例第16条第３項の規定による届出は、承継届出書（様式第12号）により行うものとする。 

（廃止の届出） 

第14条 条例第17条第２項（同条第４項において準用する場合を含む。）の規定による届出は、許可

井戸等廃止届出書（様式第13号）により行うものとする。 

（報告の徴収） 

第15条 条例第18条の規定により報告させることができる事項は、次に掲げるものとする。 

(１) 地下水を採取している井戸の水位 

(２) １日当たりの採取量の実績 

(３) その他市長が必要と認める事項 

（立入調査員証） 

第16条 条例第20条第３項に規定する身分を示す証明書は、地下水保全立入調査員証（様式第14号）

によるものとする。 

（氏名等の公表） 

第17条 条例第24条第１項の規定による公表は、次に掲げる事項について、市のホームページに掲載

して行う。 

(１) 命令を受けた者の住所及び氏名（法人その他の団体にあっては、その住所、名称及び代表者

の氏名） 

(２) 命令の内容 

（措置の届出） 

第18条 条例第25条の規定による届出は、措置完了届出書（様式第15号）により行うものとする。 
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（補則） 

第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成25年１月１日から施行する。 

（佐久市自然環境保全条例施行規則の一部改正） 

２ 佐久市自然環境保全条例施行規則（平成18年佐久市規則第５号）の一部を次のように改正する。 

別表第１中 

「   

 (４) 井戸（人力井及び自噴井を含み、公共用のものを除く。）の設置 揚噴水量が１

日当たり10立方メートル 

 

 (５) (１)から(４)までに掲げるもの以外の土地の形質の変更 面積500平方メートル  

  」 

を 

「   

 (４) (１)から(３)までに掲げるもの以外の土地の形質の変更 面積500平方メートル  

  」 

に改める。 

別表第２中 

「   

 (４) 井戸（人力井及び自噴井を含み、公共用のものを除く。）の設置 揚噴水量が１

日当たり５立方メートル 

 

 (５) (１)から(４)までに掲げるもの以外の土地の形質の変更 面積50平方メートル  

  」 

を 

「   

 (４) (１)から(３)までに掲げるもの以外の土地の形質の変更 面積50平方メートル  

  」 

に改める。 

附 則（平成27年12月24日規則第39号） 

この規則は、行政不服審査法（平成26年法律第68号）の施行の日から施行する。 
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様式第１号（第２条関係） 
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様式第２号（第３条関係） 
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様式第３号（第４条関係） 
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様式第４号（第５条関係） 
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様式第５号（第６条関係） 
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様式第６号（第７条関係） 
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様式第７号（第９条関係） 
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様式第８号（第９条関係） 
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様式第９号（第10条関係） 
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様式第10号（第11条関係） 
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様式第11号（第12条関係） 
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様式第12号（第13条関係） 
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様式第13号（第14条関係） 
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様式第14号（第16条関係） 
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様式第15号（第18条関係） 

 


